
平成２９年度決算に基づく

健全化判断比率等の
結果について

平成３０年９月 総務課財政係

平成３０年９月議会全員協議会資料

制度の概要と位置づけ
■地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年６月公布）

（第３条）

「地方公共団体の長は毎年度、（中略） 健全化判断比率並びにその算定の基

礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当

該健全化判断比率を議会に報告するとともに、当該健全化判断比率を公表し

なければならない」

自治体財政の健全性を示す各指標について、報告と公表が義務付けられた。
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報告・公表する指標

（１）実質赤字比率

（２）連結実質赤字比率

（３）実質公債費比率

（４）将来負担比率

（５）資金不足比率（公営企業会計に適用）

（１）～（４）までの４指標を

「健全化判断比率」という

これらの指標はすべて、数値が低いほど健全とされていますが、「早期健全化基準」など、国が定める基
準を上回った場合には、財政健全化計画や財政再生計画を定め、早期健全化に努めることになります。

健全化判断比率等の対象となる会計

実質赤字
比率

連結実質
赤字比率

実質公債
費比率

将来負担
比率

資金不足
比率

一般会計 〇 〇 〇 〇

国民健康保険特別会計 〇 〇 〇

介護保険特別会計 〇 〇 〇

後期高齢者医療特別会計 〇 〇 〇

水道事業会計 〇 〇 〇 〇

病院事業会計 〇 〇 〇 〇

集落排水事業特別会計 〇 〇 〇 〇

一部事務組合、広域連合等 〇 〇

第三セクター等 〇
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１．健全化判断比率

２７年度 ２８年度 ２９年度 早期健全化基準 Ｈ２８県町村平均

（１）実質赤字比率 ー（なし） ー（なし） ー（なし） １５％ 全市町村なし

（２）連結実質赤字比率 ー（なし） ー（なし） ー（なし） ２０％ 全市町村なし

（３）実質公債費比率 ０．９％ １．５％ ３．５％ ２５％ ８．６％

（４）将来負担比率 ー（なし） ー（なし） ー（なし） ３５０％ ５８．７％

平成２９年度決算において、実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比

率はありません。実質公債費比率は３.５％で、いずれの指標についても早期健

全化基準を下回っています。

１‐（１）実質赤字比率
一般会計の赤字を指標化したもので、一般会計の実質赤字が標準財政規

模に占める割合。朝日町の決算は黒字のため、実質赤字比率はありません。

■一般会計の実質黒字額３２１，１７３千円（Ａ）・・・いわゆる「実質収支」

標準財政規模３，１３３，５２９千円（Ｂ） Ａ／Ｂ＝１０.２４％

年 度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

実質黒字の程度 １１．８２％ １２．０１％ １２．２２％ １２．６０％ １０．２４％
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１‐（２）連結赤字比率
すべての会計の赤字や黒字を合算し、全体としての赤字の程度を指標化した

もので、全会計の実質赤字が標準財政規模に占める割合。朝日町は全会計と

も、実質黒字（資金剰余）のため、連結実質赤字比率はありません。

■一般会計・特別会計・公営企業会計の合計黒字額（連結実質黒字額）

⇒１，１２１，５７０千円（Ａ）

標準財政規模３，１３３，５２９千円（Ｂ） Ａ／Ｂ＝３５．７９％

会計区分① 会計区分② 実質黒字額

一般会計等 一般会計 ３２１，１７３

一般会計等以外の特別会計のうち、
公営企業に係る特別会計以外の会計

国民健康保険特別会計 ９４，３６４

介護保険特別会計 ３５，０１７

後期高齢者医療特別会計 ４２７

公営企業（法適用） 水道事業会計 ３７７，１７５

病院事業会計 ２９３，４１４

公営企業（法非適用） 集落排水事業特別会計 ０

合 計 １，１２１，５７０

年 度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

実質黒字の程度 ４０．０３％ ３９．５６％ ３８．６２％ ３８．４２％ ３５．７９％

※一般会計・特別会計・公営企業会計の合計黒字額（連結実質黒字額）の内訳 （単位：千円）

■年度別推移
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１‐（３）実質公債費比率
一般会計等の負担する公債費が標準財政規模に占める割合で、数値は３年

間の平均値。２９年度の数値は２７・２８・２９年度の平均値です。

１８％を超えると起債の許可が必要で、２５％を超えると早期健全化段階となり、

一部の起債発行が制限されます。

朝日町の実質公債費比率は３．５％で、昨年度から２．０ポイントアップして

いますが、依然として低い水準です。この理由は、過疎債、辺地債といった交

付税算入率の高い起債を有効活用していることが大きいと分析しています。

１‐（３）実質公債費比率

年 度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

単年度比率 １．６４１３８％ ▲１．１１１１３％ ２．４４２１５％ ３．３９３００％ ４．９１７０３％

※２６年度のマイナスは繰り上げ償還を実施してるため

年 度 ３カ年の合計 単年度平均

２７年度（２５～２７） ２．９７２４０％ ０．９％

２８年度（２６～２８） ４．７２４０２％ １．５％

２９年度（２７～２９） １０．７５２１８％ ３．５％

■年度別推移

※小数点第２位以下切り捨て
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１‐（４）将来負担比率
一般会計の借入金（町債）や、将来支払う可能性のある他会計の負担等の

程度を指標化したもの。一般会計などが現在背負っている借金から貯金（基

金）等を差し引いたものが標準財政規模に占める割合で、将来財政を圧迫す

る可能性が高いかどうかを示しています。

朝日町は昨年度に引き続き、２９年度も将来負担比率はありません。これは、

将来見込まれる負担額（地方債残高、退職手当負担見込額等）よりも充当可

能財源の方が多いためです。

１‐（４）将来負担比率
具体的には、過疎債・辺地債といった起債メニューを活用することで、将来

普通交付税として収入が見込まれる「基準財政需要額算入額」を多く計上でき

ていること、さらには、基金残高が多いことなどが要因です。

将来負担額（Ａ） 充当可能財源（Ｂ） （Ａ）‐（Ｂ）

２５年度 ７，２６０，９３８ ７，８０１，７３６ ▲５４０，７９８

２６年度 ７，５１２，７５７ ８，２１２，１４６ ▲６９９，３８９

２７年度 ７，７０７，７３３ ８，７３９，４６１ ▲１，０３１，７２８

２８年度 ７，５７６，６１０ ９，０６１，８９６ ▲１，４８５，２８６

２９年度 ７，５４８，２５５ ９，１０２，１６８ ▲１，５５３，９１３

（単位：千円）
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２．資金不足比率

資金不足比率とは、公営企業の資金不足を、公営企業の財政規模である料

金収入と比較して指標化したもの。経営状況の深刻度を示しています。

朝日町の公営企業は３つありますが、「資金不足比率」については該当が

ありません。資金不足を生じた公営企業がないためです。

２７年度 ２８年度 ２９年度 経営健全化基準 Ｈ２８県町村平均

水道事業会計 ー（なし） ー（なし） ー（なし）

２０％ 全市町村比率なし病院事業会計 ー（なし） ー（なし） ー（なし）

集落排水事業特別会計 ー（なし） ー（なし） ー（なし）

資金剰余額（Ａ） 事業の規模（Ｂ） （Ａ／Ｂ）

水道事業会計 ３７７，１７５千円 １４８，８３５千円 ２５３．４％

病院事業会計 ２９３，４１４千円 ４４９，５９７千円 ６５．３％

集落排水事業特別会計 ０千円 １１，４２１千円 ー％

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

水道事業会計 ２０６．５％ ２２４．１％ ２５２．４％ ２３９．９％ ２５３．４％

病院事業会計 ８４．６％ ８４．２％ ８６．５％ ７６．１％ ６５．３％

集落排水事業特別会計 ー％ ー％ ー％ ー％ ー％

※資金剰余の程度（平成２９年度）

■年度別推移
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※病院の赤字分は？
近年、病院事業会計が厳しい決算状況となっており、単年度収支が赤字となっ

ていますが、本指標は流動資産と流動負債等の差し引きで算定するものです。

２９年度決算では流動資産、つまり手持ち資金が３億4,900万円ほどあるため、

流動負債等と差引すると資金剰余となっています。

ただし、その額は年々減少し、資金剰余の程度（％）も下降していますので、

今後あらためて経営改革に努める必要があります。

まとめ
朝日町は、いずれの指標においても早期健全化基準、経営健全化基準を大き

く下回り、「健全段階」です。

しかし、実質公債費比率は上昇しており、今後数年間はこの傾向が続く見込み

です。また、健全化判断比率等以外の指標ですが、経常収支比率についても、

２９年度は町立病院に対する繰出金や公債費の増、普通交付税の減等の影響

で高くなっています。（Ｈ２７・・・８４.５％⇒Ｈ２８・・・８９.４%⇒Ｈ２９・・・９３.７％）。

こちらも、今後数年間は高止まりする見通しです。

持続可能な財政運営のため、引き続き財政の健全化に努めます。
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